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受理 既済事件 内 容別年報 大阪

築計表

地裁管内

検察審査会第2表平成30年

(注） 職権審壷率件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 「既済人員j並びに『未済人員jの各箇所に（）を付し，内数として計上ず-る。

大阪第一検総第7号 平成31年1月15日

般高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受 ．

申立て

資 格

告
解
人

告
発
人

鮪
求
人

被
害
者

遺

族

申
立
楢
な
き
者

小

計

職 権

端 緒
ｂ

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
番

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

･その他

審
査
申
立
後
に
率
件
が
再
起
大

れ
阿
度
の
不
起
解
処
分
が
な
ま

れ
た
た
め

桧
鰯
審
壷
会
で
必
喫
と
鰐
め
ら

れ
た
た
め

小

計

移
送
合
計

総

計

既・ 済 人 員

起
斫
相
当

不
・
起
、
酢
・
不
当

不起脈相当

起
所
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
斫
．
処
分
の
不
存
在

０

甲
ｑ

９
９

立
樋
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合

計

審査期間

(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今
ロ

計
人

貝

41 103 83 0 ＄6 5
申

0 227 0 0

■

0 3 1 0 4 O
■

231 272

(4)

1

(）

2

(）

22

(2)

65

(1)

25

(）

33

(1)

3

(）

148

(4)

O

(）

10

(）

10

(）

4

(）

0

(）

O

(）

0

(）

4

(）

6

(）

171

(4)

23

(4)

71

(）

65

(）

11

(）

1

(）

41

(）

60

(）

0

(） ，

101

(）

､傭

考

未済事件のうち，審壷期間が1年を超える事件の原因等内訳 ．

● ▲ ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員
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受理 既済事件 内 容別年報 大阪

大阪第一

地裁笹内

検察審査会第2表平成30年

(最刑一）

(注） 職楢審壷率件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 「既済人員」並びに『未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する．

大阪第一検総第6号 平成31年1月15日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受 ．

申立て． ．

資 格

告
鮮
人

告
発
人

鮪
求
人

被
・
害
者

遺

族

申
立
楢
な
き
者

小

計

職 権

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
香

申
立
樋
な
き
者
の
申
立
て

その他

審
張
中
立
後
に
那
件
が
何
起
点

れ
阿
庇
の
不
屈
蹄
処
分
が
な
大

れ
た
た
め

検
醗
蒋
壷
会
で
必
嬰
と
鯉
め
ら

れ
た
た
め

小

計

移
送

合

計

総
・
計

既 済 人 員

起
斫
相
当

不
起
酢
不
当

不起所相当

起
豚
。
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
、
な
し

罪
と
な
ら
．

ず

そ
の
他

小一

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
・
げ

そ
の
他

、
０
８ノ

計

申立却下

8

不
起
鮮
処
分
の
不
存
在

申
立
梅
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
ロ

計

審査期間 ．
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

ゞ
一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

●

〈
ロ

計

人
員

1 32 63 0 1 0 0 96 0 0 0 1 1 0 2 0 98 99

(2)

O

(）

1

(）

2

(1)

22

(）

9

(）

2

(1)

0

(）

35

(2)

0

(）

1

(）

l

(）

0

(）

O

(）

O

(）

O

(）

O

(）

O

(）

７
．
Ｊ２

３
く

2

(2)

24

(）

11

(）

0

(〉

0

(）

2

(）

60

(）

0

(）

62

(）

備
考

▼

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ．
●

被疑者不明 ､被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に〉

審査期間
及び人員
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一

受理 既 済 事件 内 容別年報 大阪

大阪第二

地裁管内

検察審垂会第2表平成30年

〆

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員jの「旧受」及び『総計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

大阪第二検第3号 平成31年1月4日

最高裁判所刑事局長殿 大阪二検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申立て

資 格

告
研
人

告
発
人

鯖
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
楢
な
き
者

、
２
１ノ

計

職 楢

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
番

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

その他

審
交
中
立
股
に
噸
件
が
再
起
さ

れ
再
度
の
不
起
跡
焔
分
が
な
さ

れ
た
た
め

小

計

移
送

合

計

総

計

既． 済 人 貝

起
斫
相

当

不
起
訴
不
当

不起解相当

起
断
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
．
の
。
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
皇
１
Ｊ

。
〃

計

申立却下

不
起
豚
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

、
０
０ノ

計

移
送

合

計

審査期間

(受理の日から）

〃
一
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間

(受理の日から）

六
月
以
内

年
．
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今
ロ

計

人
員

22 32 0 0 8 4 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 “ 66

(）

l

(）

O

(）

4

(）

8

(）

9

(）

29

(）

3

(）

53

(）

0

(）

2

(）

2

(）

4

(）

0

() 、

0

(）

O

(）

4

(）

O

(）

60

(）

2

(）

23

(）

29

(）

6

(）

0

(）

6

(）

0

(）

0

(）

6

(）

傭

考．

未済事件のうち，審査期間が1年を超える率件の原因等内訳 ．

｡

や ● ■

被疑者不明 被疑者疾病 率案複雑
その他
(具体的に）

審盃期間
及び人員
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受理 既｝済事件 内 容別年報 大阪

大阪第三

地裁管内
p

検察審在会
第2表平成30年

ノ

己

(注） 職楢審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 「既済人凪j並びに『未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

~

大阪第三検第2号 平成31年 1月 4日

最高裁判所刑事局長殿 大阪三検事務局長

処
理
区
分

受 理 、 人 貝

旧

受

新 受

申立て

資 格

告
訴
人

告
発
人

鮪
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
樋
な
き
者

小

計

職 楢

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
書

申
立
楢
な
き
者
の
申
立
て

その他
ひ ◆

審
壷
小
立
憧
に
平
件
が
再
姪
士

れ
阿
度
の
不
起
脈
処
分
が
な
大

れ
た
た
め

小

計

移

送

合
．
計

総

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
師
不
当

不起訴相当

起
群
猫
・
予

嫌
‘
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
斫
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
、
他

小

計

移

送

合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
§
月
以

内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
・
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

合

計
人．

貝

10 15 14 0 8 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 47

(）

0

(）

0

(）

2

(）

19

(）

1

<）

O

(）

0

(）

22

(）

O

(）

2

(）

2

(）

0

(）

0

(）

0

(）

O

(）

0

(）

6

｡ （）

30

(）

12

(）

7

(）

8

(）

3

(）

O

(）

17

(）

0

(）

0

(）

17

(）

備

考

寺

未済事件のうち･審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ． ．

‐ ‐

ロ ウ 昏

～ ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間 ，
及び人員



I
ー
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受理 既済事件 内容別年報 大阪

大阪第四

地裁管内

検察審査会
第2表平成 30年

q

，

、

（蛾刑一）
｡

(注） 職楢審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する．

夕

大阪第四検第3号 平成31年1月7日

最高裁判所刑事局長殿 大阪四検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申立て

資 格

告
酢
人

告
発
人

鯖
求
人

被
害
者

遺

族

申
立
掘
な
き
者

、
６
１ノ

計

職 楢

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
．
報
道

投
番

申
立
梱
な
き
者
の
申
立
て

その他

審
査
申
立
瞳
に
本
件
が
再
起
念

れ
仰
度
の
不
起
酔
処
分
が
な
念

れ
た
た
め

檎
砺
審
変
会
で
必
唇
と
脇
め
ら

れ
・
た
た
め

小

計

移

送

〈
ロ

計

総
計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
翫
不
当

不起斫相当

起
既
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ザ

そ
の
：
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
・
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
梅
な
し

再
度
・
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審迩期間
(受理の日から）

六
月
以
内

隼
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

合
‘
計

人
員

5 18 6， 0 7 0 0 31 O

G

0 0 2 0 0 2 0 33 38

(2)

0

(）

1

(）

11

(1)

6

(1)

6

(）

1

(）

0

(）

24

(2)

O

(）

2

(）

2

(）

0

(）

■

O

(）

0

(）

O

(）

O

(）

0

(）

27

(2)

4

(2)

9

(）

13

(）

l

(）

0

(）

11

(）

O

(）

O

(）

11

(）

傭

考

未済泰件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ． ．

~ 十

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審壷期間

及び人員



，

）
､一〆’や一

堺検審第3号 平成31年1月8日

受 理 既済事件 内 容別年報 大阪

堺

地裁笹内

検察審査会第2表平成30年

(注) ・ 職樋審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計j , 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に()を付し，内数として計上する。

処
理
・
区
分

受 理 人 員

旧

受

、 新 受
①

申立て

資 格

告
所
人

告
．
発
人

鮪
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
権
な
き
者

小

計

職 楢

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投

番

申
立
桶
な
き
者
の
申
立
て

その他

審
壷
申
立
後
に
郡
件
が
呼
起
式

れ
再
度
の
不
起
孵
焔
分
が
な
式

し

た
た
・
め

４

小

計

移
、
送

合
。
計

総

計

既 済 人 員

起
，
豚
相
当

不
起
脈
ー

不
当

不起斫相当け

起
訴
猶
．
子

嫌
・
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
、
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
．
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
斫
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
．
送

合
。
・
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
”
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

合

計

人
員

3 6 0 0 6 0 0 12 0 0

0

0 0 0 0 0 0 12 15

(）

O

(）

O

(）

2

, （）

7

(）

0

(）

1

(）

0

(）

10

(）

0

(）

3

(）

3

(）

0

(）

O

(）

0

(）

0

(）

0

(）

O

(）

13

(）

3

(）

7

(）

1

(）

l

(）

1

(）

2

(）

0

<）

O

(）

2

(）

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

■ ■

■ ､

ｳ ●

被疑者不明 被疑者疾病 率案複雑
その他

(具体的に）

審査期間 ．
及び人員



リ
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一

受理 既済事件 内 容別年報 大阪

岸和田

地裁管内

検察審査会第2表平成30年

岸
和
田
検
審
第
３
号

(般刑一）

(注） 職梱審査事件については， 『受理人員」の「旧受」及び『総計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員』の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処

理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申立て

資 ・格

告

所

人

告
発
人

鯖
求
人

被
害
者

通
族

申
立
権
な
き
者

小・

計

職 ･ 梅

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投

番

申
立
梅
な
き
者
の
申
立
て

その他

瀞
査
中
立
後
に
本
件
が
再
賎
大

れ
再
度
の
不
起
勝
処
分
が
な
き

れ
た
た
め

小

計

移
送
合
計
総
計

既 済 人 員

起
斫
相
当

不
起
豚
不
当

不起斫相当

起
豚
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら

ひ

■

寸

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
・
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
酢
処
分
の
不
存
在

申
・
立
桶
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

《
ロ

計

密通期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日か．ら）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
．
を
超
え
る
も
の

今
ロ

計

人
員

0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

(）

O

(）

0

(）

1

(）

3

(）

0

(）

0

(）

0

(）

4

(）

0

(）

O

(）

0

(）

0

(）

O

(）

0

(）

O

(）

O

(）

や

O

(）

4

(）

0

(）

l

(）

３
．
ハ
リ

0

(）

O

(）

3

(）

0

<）

0

(）

3

(）

傭

考

未済率件のうち，審査期間が1年を超える率件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑 ．
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員
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受理 ・ 既済事件内容別年報 京都地裁管内

検察審査会（集計表）第2表平成 30年

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 『受理人員」の『旧受」及び｢総計｣ ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

錯欝識

京都第一検審第6号 平成31年1月9日

殿,馬拙判所郡務総周刑jIF局長殿 京都節一検索群盃会郡務冊艮

処

理
．
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申立て

資 格

告
脈
人

告
発
人

鯖
求
人

被
害
者

遺

族

■

申
立
権
な
き
者

１
１
Ｊ
ノ
マ

計

職 樋

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
書

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

計

移
送

〈
ロ

計

総

計

既 済 人 員

起
脈
相
当

不
起
酢
不
当

不起翫相当

起
所
猶
予

鮫
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
‐
下
げ

そ
．
の
．
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

、
１
Ｊノ

計

移

送

今
回

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間

(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

合

計

人
員

10

グ

鯛
グ

67

P

105

ダ

105

一

115 1 8 42

ダ

4 4 58 2 2

〆

11 2

〆

13

q

74 12 27 31 3 . ’ 41 41

〆

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ． ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員
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受理 ・ 既済事件内容別年報 京都地裁管内

京都第一検察審査会第2表平成 30年

(簸刑一）

(注） 職梱審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 「既済人員』並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

0

京都第一検審第.5号 平成31年1月9日

殿間奴判所V蛎総周刑ﾘ『冊長殿 ,取郁第一検察群査会q蛎周良

処
理
区

分

受 理 人 員

日

受

１

新 受

申立て

資 格

告
訴
人

告
発
人

鮪
．
求
．
人

被
害
者

遺

族

申
立
橘
な
き
・
者

小

計

職 権

端． 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投

番

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

その他

、
１
Ｊノ

計

移
送
合
計
総
計

既 済 ・ 人 員

起
訴
相
当

不
起
脈
不
当

不起酢相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
・
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
・
分
の
不
存
在

申
立
楢

な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

今
回

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

｜
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

一
．
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

合

計

人
員

4

の

26 23

イ

49

'

49

庁

53 5 28 1 2 36 4

〃

2 6

グ

42 6 9 27 11 11

ｰ

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

｡ ，

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



ｆ

～
一

受理 ・ 既済事件内容別年報 京都地裁管内

京都第二検察審査会第2表平成 30年

(注)． 職播審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計』 ， 『既済人員j並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

京都第二検審第3号 平成31年1月9日

殿商拙判所11F筋総周刑1IF局長殿 京都節二検察瀞恋会郡務局艮

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申立て

資 格

告
脈
人

告
発
人

舗
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
楕
な
き
者

小

計

職 梅

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
密

申
立
樋
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

g+

移
送

今
回

計

総

計

既 済 人 員

起
脈
相
．
当

不
起
訴
不
、
当

'

不起解相当

起
所
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
樋
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

今
回

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の ｆ

谷
口
罰
回

人
員

6 8 43 51 0 51 57 1 2 11 3 2

■

18 2 、 2 7 7 28 6 14 4 3 1 29 29

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

『一
ーや■

● ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審壷期間
及び人員
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受理 ・ 既済事件内容別年報 京都地裁管内

宮津検察審査会

1

第2表平成 30年

(般刑一）

(注） 職樋審査事件については， 「受理人員」の『旧受」及び『総計』 ， 「既済人員」並びに「未済人員jの各箇所に（）を付し，内数として計上する。

宮津検審第3号 平成31F'月4日

最弼扱判所耶務総周刑ﾘ【局長殿 官泳械察群炎会求務局促

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申立て

資 格

告
．
脈
人

告
発
人

舗
求
人

被
害
者

通
族

申
立
権
な
き
者

小

計

職 楢

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
書

申
立
樋
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

計

移
送

合

計

総
・
計

既 済 人 ． 員

起
翫
相
当

不
起
訴
・
不
当

不起斫相当

起
酢
猫
・
子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
・
他

、
０
Ｊノ

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
飾
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

◆
。

そ
の
他

小

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

〈
ロ

計

人
員

0 1 1 0 1 1 1 1 .0 0 1 1 0

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

○

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員
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受理 ・ 既済事件内容別年報 京都地裁管内

舞鶴検察審査会第2表平成 30年

(最刑一）

(注） 職梅審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

舞鶴検審第3号 平成31年1月7日

最商扱判所邪勝総脇刑耶局長殿 押憩検系審恋会1F務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受
●

申立て

資 格

告
訴
人

告
〃
発
人

鯖
求
人

被
害
者

遺

族

申
立
樋
な
き
者

小

計

職 権

蝋 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
書

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

計

移
送
合
計

総

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
脈
不
当

不起脈相当

起
所
猶
予

嫌
疑
不
十
分

雌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
’
他

小

も

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ

の

他

小

計

申立却下

不
起
翫
処
分
の
不
存
在

申
立
樋
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

、
０
０
●
ノ

計

移
送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

〈
ロ

計
人

画

4 4 4 4 1 2 3 3 3 1 1

備
考

未済聯件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 一

□ ｡

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員
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受．理 ． 既済事件内容別年報 神戸地裁笹内

検察審査会集計表第2表平成 30年

(注） 職楢審変事件については， 「受理人員」の「旧受j及び「総計」 ， 「既済人員』並びに「未済人風」の各箇所に（）を付し，内敵として計上ず-る。

処

理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申立て

資 格

告
．
脈
人

告
発
人

舗
求
人

彼

害

者

遺
！
・
族

申
立
権
な
き
者

○

小

計

職 楢

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
番

申
立
桶
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

計

移

送

△
ロ

計

総
計

． 既 済 人 負

起
所
相
当

不
起
訴
不
当

不起脈相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
・
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
・
げ

そ
の
他

、
１
Ｊ
。
〃

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
橘
な
し

再
度
の
申
立
て

そ

の

他

、
日
ｊ〃

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

一
月
以

内

三
月
以
内

六
月
以
・
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審壷期間

(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

合
計

人
員

29 45 11 19 5 1 81 l 1 82 １
１
１
１
１
１

4 25

(1)

29 14 3 9 80

(1)

2 2 1 1 2 88

(1)

5

(1)

13 48 22 21 2 23

傭

考

〃 。

D q ■

未済率件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

○ 申

｡

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に） ． ．

審査期間．
及び人員



(
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受理 ・ 既済事件内容別年報 神戸地裁管内

神戸第一検察審査会第2表平成 30年

(最刑一）

(注） 職樋審査事件については， 「受理人員」の「旧受j及び「総計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申立て

･ 資 格

告
脈
人

告
発
人

鯖
求
人

被
害
者

遺

族

申
立
柵
な
き
者

小

計

職 権

蝋 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
番

申
立
樋
な
き
者
の
申
立
て

その他

、
Ｉ
ｊノ

計

移
送

合

計

総

計

既 ・済 人 員

起
所
相
当

不
起
豚
不
当

不起解相当

起
翫
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
。
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
．
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
・
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
、
他

小

計

移
・
送

〈

ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

｜
年
以

内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

｜
年
を
超
え
る
も
の

〈
ロ

計

人
員

11 26 3 4 3 1 37 1 1 38 49

(1)

4 14

(1)

11 1 9 35

(1)

1 1 1 1 41

(1)

4

(1)

7 21 9 6 2 8

備
考

q や

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

● 一

b ロ

申

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間

及び人員
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受理 ・ 既済事件内容別年報 神戸地裁管内

神戸第二検察審査会第2表平成 30年

(簸刑一）

(注） 職樋審査事件については， 「受理人員」の『旧受」及び「総計」 ， 「既済人員』並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受．

申立て

･資 格

告
訴
人

告
発
人

舗
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
権
な
・
き
者

小

計．

職 権

蝋 緒 ．

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投

番

申
立
楢
な
き
者
の
申
立
て

その他

、
１
Ｊノ

計

移
送

合

肝

総
計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
既
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
子

嫌
疑
不
十
分

嫌

疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
所
処
分
の
不
存
在

申
立
・
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

一
・
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

合

計

人
員

13 12 8 5 1 26 0 26 39 5 13 10 3 31 0 1 1 32 1 ･ 3 17 11 7 7

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

q

●

D p

ク
マ■

b

●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員
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受理 ・ 既済事件内容別年報 神戸地裁管内

伊丹検察審査会第2表平成 30年

(般刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 『既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し；内数として計上する。

処
．
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申立て

資 格

告
翫
人

告
発
人

鮪
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
権
な
き
者

小

計

職 権

蝋． 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投

番

申
立
梅
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

計

移
送
合
計

総

計

既 済 人 員．

起
翫
相
当

不
起
脈
不
当

不起脈相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
。
な
し

罪
・
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
梅
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
・
他

小

･計

移

送

合
計

審査期間
．(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
．
年
を
超
え
る
も
の

未 済 ・人 負

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今
回

計

人
員

0 5 4 9 0 9 9 2 3 5 0 0 5 2 3 4 4

備
考

9 ｡

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

● ■

、 ．

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に) ．

審査期間
及び人員



ｌ
ノ

～
ー

受理 ・ 既済事件内容別年報 神戸地裁管内

姫路検察審査会第2表平成 30年

(最刑一）

(注） 職梅審査事件については， 「受理人員jの「旧受」及び「総計j ., 『既済人員」並びに「未済人員｣.の各箇所に()を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理． 人 員

旧
受

新 受

申立て

資 格

告
訴
人

告
発
人

舗
求
人

被
害
者

遺

族

申
立
橘
な
き
者

、
Ⅱ
ｊ〃

計

職 権

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投

客

申
立
梅
な
き
者
の
申
立
て

その他

小．

計

移
送

今
ロ

計

総
計

既 済 人 員

起
脈
．
相
当

不
起
脈
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫉
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ

の

他

、
９
Ｊ〃

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
斫
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

肝

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から〉

月
内
以

三
月
以
内

六
月
以
内

一
．
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

(受
審査期間
理の日か ら）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今
ロ

計

人
員

5 2 6 1 9 0 9 14 4 5 9 1 1 0 10 1 7 2 4 4

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 。

e B

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



ノ
ー〆

、
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受理 ・ 既済事件内容別年報 神戸地裁管内
J

豊岡検察審査会第2表平成 30年

(最刑一）

(注） 職権審査事件については, 「受理人員｣の「旧受」及び｢総計｣ , 「既済人員」並びに『未済人員｣の各箇所に()を付し,内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
・
受

新 受

申立て

資 ． 格

告
解
人

告
発
人

鯖
求
・
人

被

害

者

遺
族

申
立
樋
な
き
者

小

計

職 梱

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
番

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

計

移
送

〈
ロ

計

総
計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
．
所
不
当

不起訴相当

起
所
猶
子

嫌
疑
不
十
・
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
０
Ｊノ

計

申立却下

不
起
所
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

●
●

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

合

針

人
員

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

｡ ■

。 ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(こ
－つ

_ノ

､

受 ・理 既済事件 内 容別年報 奈良地裁管内

検察審査会（集計表）第2表平成30年

O G

賢人員」並びにI未済人員lの各置

‐q

奈良検審第7号 平成31年1月7日

股高独判所耶務総局刑耶局長殿 奈良検顎辮交会蛎勝局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

巳
①
申立て

資 格 ．

告
訴
人

告
発
人

鯖
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
櫃
な
き
者

小

計

職 権

蝋 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
番

申
立
樋
な
き
者
の
申
立
て

その他

再
起
ゞ
事
件

、
Ｈ
ｊノ

計

移

送

合

計

総
計

既 済 人 員

起
脈
相
当

不
・
起
・
解
不
当

不起訴相当

起
読
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

、ｌ、〃

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
辨
・
処
分
の
不
存
在

申
‐
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
．
の
他

小

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月
内
以
↓

三
月
以
内

六
月
以
内

一
．
年
以
．
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今
ロ

計
人

貝

7

／

2

屯

o

7
e

5

－

ロ
ロ
０
－
。

15 １
－

1 16

可

23

(1)

． ’ 5 12

(1)

1 2

Ｏ
ｊ

２
・
・
⑥

1 1 22

(1)

1 7 9 5 1 1

備
考

● ■

未済事件のうち，審査期間が1年を超える率件の原因等内駅

◆

『1

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

①

(具体的に）

審査期間

及び人員
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）

／
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１
、
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』

ク

受理 既済事件内 ．容別年報 奈良地裁管内

奈良検察審査会第2表平成 30年

(股刑一）

(注） 職樋審査事件については,’ 「受理人員」の『旧受j及び「総計」 ， 『既済人員」並びに｢未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

奈良検審第6号 平成31年1月7日

殿高職判所ﾘ務総冊刑耶恥長殿 奈良険宗審査会蛎務燭長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申立て

資 格

告
．
翫
人

告
発
人

鯖
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
権
な
き
者

小

計

職 権

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投
番

申
立
樋
な
き
者
の
申
立
て

その他

再
起
事
件

小

計

移
送

今
ロ

計

総
計

・既 済 人 貝

起
翫
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
酢
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
・
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

． 申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
‐
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
内
以

三

月
以
・
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

〈
ロ

計

人
員

2 2 6 3 11

８
。
■
■
● 1 12 14

(1)

1 3 7

(1)

1 1 12

(1)

13

(1)

1 6 5 1 I 1

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内駅
● 0

■

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

. (具体的に）

審査期間．
及び人員



1

，_ノL’

受理 既済事件 内 容別年報 奈良地裁管内

葛城検察審査会第2表平成30年

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 『既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

葛城検審第3号 平成31年1月4日

股間栽判所11F筋総局刑蛎岡長殿 出城検察審迩会郡務屈艮

処
・
理
区
分

受 理 人 員

、
旧
受

新． 受 ．

申立て

資 格

告

訴

人

告
，
発
人

鯖
求
人

タ

被
害
者

遺
族

申
・
立
樋
な
き
者

、
０
Ｊノ

計

職 権

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投

番

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

その他

、
Ｉ
ｊＪ

計

移
送

〈
画

計

総

計

既 済 人 員

起
脈
相
。
当

不
起
翫
不
当

不起訴相当

起
師
猶
子

嫉
疑
不
十
分

嫉
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ．

の

他

小

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申

立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

、
１
Ｊノ

計

移
送

〈
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

〈
ロ

計
人.

員

5

／

白
■
凸
■

2 1 4 0 4 ． 9 2

■

5 1 8 1 1 0 9 1 4
①

4
■

O

G

備
考

■ ~ ①

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ．

け ｡

● ｡
●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



戸

（
､～ 二）

受理 既済 事件 内 容別年報 大津地裁管内

検察審査会第2表平成 30年

(最刑一）

(注） 職樋審壷事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「総計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員jの各箇所に（）を付し，内数として計上する。

端鯛

平成31年1月8日 大津検審第3号

最高裁判所 、
事務総局刑事局長殿 大津検察審査

、
令
室

処
理
区
．
分

受 理 人 員

旧
受

新'． 受

申立て

資 格

告
解
人

告
発
人

鯖
●

求
人

被
害
．
・
者

遺
族

申
立
梅
な
き
者

小

計

職 権

端 緒

マ
・
ス
コ
ミ
の
報
道

投
書

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

計

移
送

合

計

総
計

既 済 人 ● 員

起
解
相

当

不
起
脈
不
当

不起脈相当 ．

起
脈
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
・
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
所
処
分
の
不
存
在

申
立
梅
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

ﾉI Ｌロ
①

計

移

送

〈
ロ
－

計

○ 審査期間

(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

一

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

未 済 人 員

審査期間

(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

谷
口

計

人
員

8

ダ

8

夕

5

●
町

13

÷

３
ノ

ー 21

〃

●
■
▲
げ

2

ｸ

7 2

■P ● 〃

1 2 14

『

3 3

●＝

●
■
■
凸
■
。 〃

ｳ

1

■ ■

19 1 16

8

2

●

1 1 2

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員
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受理 既済事件 内 容別年報 大葎地裁管内

大津検察審査会第2表平成30年

(注） 職樋審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び『総計」 ， 『既済人員」並びに「未済人員jの各箇所に（）を付し，内数として計上する。

処
理
区
分

受 理 人 ． 員

旧

受

新 ・受
旬

申立て

資 格

告
解
人

告
発
人

鮪
求
人

被
害
者

遺
族

申
立
樋
な
き
者

小

計

職 橘

端 緒

マ
ス
コ
ミ
の
報
道

投

番

申
立
権
な
き
者
の
申
立
て

その他

小

計

移

送

今
回

計

総
・
．
・
計

既 済 人、 員

起
訴
相
当

不
・
起
訴
不
当

不起脈相当

起
所
猶
予
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受理 既 済事件 内 容別年報 大津地裁管内

彦根検察審査会第2表平成30年

(注） 職権審査率件については， 「受理人員」の『旧受」及び「総計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として針上する。

平成31年1月4日 第3号

最高駁判所
事務鍵局刑事局長殿 彦根検察審査会
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受理 既済事件 内 容 別年J報 大津地裁管内

長浜検察審査会
第2表平成 30年

(注） 職樋審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び『総計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として肝上す-る。

平成31年1月4日 ． 第4号

簸高裁判所

事務総局刑事局長殿 長浜検察審査会
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口

受理 ・ 既済 ．事． 件内．容別年報 和歌山地裁管内

嬢計表

‐

第2表平成30年

●
g ● （堆刑一）

<注) ・職權審友率件については， 「受理人員』の『旧受」及び『総計j ｡ 『既済人質」並びに「未済人員」の各箇所に()を付し，内数として肝上する。
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受理 ・ 既済事件内容別年報 和歌山地裁管内

和歌山検察審査会
第2表平成30年

、

(注） 職樋審壷事件については， 「受理人員｣の「旧受｣及び｢縫計｣ ・ 「既済人員｣並びに｢未済人員｣の各箇誠こ0を付し．内数として計上する。
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受理 ・ 既済事件内容別年報 和歌山地殻管内

田辺検察審査会
第2表平成・ 30.年
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